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歯科診療報酬点数早見表
注： （　）の点数は 6 歳未満の乳幼児もしくは著しく歯科診療が困難な者を診療した場合の点数

歯科疾患管理料を算定した場合
再度の初診は治療終了後 2カ月以降 外来環 1※

時間外 休日 深夜 乳 乳　時間外 乳　休日 乳　深夜
休日・深夜を除く
標榜時間外

日曜・祝日
12/29～1/3

午後 10時～
午前 6時 6歳未満 乳幼児における時間外，休日，深夜の診療

初
診
歯科初診料※  261 ＋23 ＋85 ＋250 ＋480 ＋40 ＋125 ＋290 ＋620歯科初診料（未届の場合） 240

再
診
歯科再診料※  53 明細＋1 ＋3 ＋65 ＋190 ＋420 ＋10 ＋75 ＋200 ＋530歯科再診料（未届の場合） 44

特 乳＋特 特導 乳＋特導 特連 ※ 特地

著しく治療が困難な者 治療環境に円滑に
適応できるようにする 特連医療機関 特連を除く

歯科診療所

初
診 ＋175 ＋215 ＋250 ＋290 ＋100 ＋100

再
診 ＋175 ＋185

（日本歯科医師会「社会保険歯科診療報酬点数早見表」を参考に作成）

《※印は施設基準届出が必要》

※
コ
ロ
ナ
特
例

歯科外来等感染症対策実施加算  ＋5
（初診料／再診料（電話等による再診を除く）／歯科訪問診療料／訪問
歯科衛生指導料（歯科訪問診療料を併算定しない場合に限る）／在宅患
者訪問薬剤管理指導料（歯科訪問診療料を併算定しない場合に限る）／
在宅患者緊急時等カンファレンス料に加算）

乳幼児感染予防策加算  ＋55
（初診料，再診料に加算．令和 3年 10月 1日よりは＋28点に変更予定）
新型コロナ歯科治療加算  ＋298

電話等初診料（コロナ特例） 185

〈※令和 3年 9月まで予定（乳幼児感染予防策加算を除く）〉

画
　像
　診
　断

単純撮影（Ⅰ）（フィルム料含む）
　（　）の点数は一連症状確認

　標準型  48（38）
　小児型  47（37），48（38）
　咬合型  58（48）
　咬翼型  59（49）
　全顎 10枚法  439
　全顎 14枚法  451

3歳未満の乳幼児には撮影料 50/100加算
3歳以上 6歳未満の幼児には撮影料 30/100加算

単純撮影（Ⅱ）
　（スタタスエックス 2等）（フィルム料含む）
　スタタスエックス 2
　（カビネ使用）1枚　　　
　注）  フィルムの算定については，使用フィルムと

四ツ切フィルムとの面積比により算定する．

パノラマ断層撮影（フィルム料含む）
　四ツ切  311

　オルソパントモ型  （小）317・（大）315

　〔3歳以上 6歳未満  （小）372・（大）370〕
 154

フィルム料（6歳未満 1.1倍）　 時間外緊急院内
画像診断加算
（1日につき）

デジタル撮影
電子画像管理加算（フィルム料なし）　　

エックス線
10

パノラマ
95

歯 CT
120

その他
60

「電」
58
（48）

「パ電」
402
（402）

「CT電」
1,170
（1,170）

「他電」
213
（171）

標準型
2.9

咬翼型
4.0

四ツ切
6.2

小児型
2.3　3.1

咬合型
2.7

カビネ
3.8

オルソパントモ型
（小）12.0　（大）10.3

時間外
休　日
深　夜

 ＋110
⎧
⎪
⎪
⎩

⎫
⎪
⎪
⎭

医 

学 

管 

理

※印は算定に文書による情報提供が必要な場合
歯科疾患管理料（歯管） 100
（初診月は 80/100の算定）
文書提供加算※  ＋10 
長期管理加算（初診月から起算して 6月を超えた場合）
　かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所  ＋120
　上記以外  ＋100
エナメル質初期う蝕管理加算 

（かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所） ＋260 

洗口指導加算※（4歳以上 13歳未満，修復終了後） ＋40
　注）う蝕多発傾向者が対象
総合医療管理加算  ＋50
口腔機能管理料※  100
小児口腔機能管理料※  100
歯科衛生実地指導料 1※（月 1回，15分以上） 80
歯科衛生実地指導料 2※（月 1回，15分以上または合計 15分以上） 100
（歯科診療特別対応連携施設・地域歯科診療支援病院）
周術期等口腔機能管理計画策定料※  300
（手術等に係る一連の治療中 1回）
周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）※
手術前（1回に限り） 280
手術後（3月以内，計 3回まで） 190
周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）※
手術前（1回に限り） 500
手術後（3月以内，月 2回まで） 300

周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）※
（放射線治療，化学療法（予定患者含）または緩和ケアを受ける患者）（月 1回） 200

歯周病患者画像活用指導料  10
2枚目から 1枚につき（1回につき 5枚限り） ＋10

新製有床義歯管理料※（装着月 1回に限る）
困難  230
上記以外  190

診療情報提供料　（Ⅰ）※  250
歯科診療が困難な者または歯科訪問診療料算定患者を，以下に紹介した場合の加算  ＋100

歯科診療特別対応連携施設，地域歯科診療支援病院，医科保険医療機関，
指定居宅介護支援事業者

歯科診療特別対応連携施設または地域歯科診療支援病院が歯科診療実施保険  ＋100
医療機関に紹介した場合の加算

診療情報提供料　（Ⅱ）※  500
診療情報提供料　（Ⅲ）※  150
診療情報連携共有料※（医科との連携） 120
歯科特定疾患療養管理料　（月 2回まで） 170
共同療養指導計画加算※  ＋100
歯科治療時医療管理料（1日につき） 45

（在宅療養支援歯科診療所 1，2）（1回のみ） 900
（上記以外の歯科診療所）（1回のみ） 500

　特別管理指導加算  ＋200
薬剤情報提供料※（月 1回，処方内容変更の場合はその都度） 10
患者の求めに応じて手帳に記載した場合  ＋3

⎧
⎪
⎩

⎫
⎪
⎭

退院時共同指導料Ⅰ※

赤字：令和3年4月改定部分
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※赤字は令和3年4月改定部分

（    ） 

一般用 

（枝番）

05208405258
65 190 420 175

317
48 83 60

10

30 45 60 75

50
110
200

25
55

100

100
220
400

50
110
200

230
422
596

72

156
306
446

2030
38
54

42
70

72
94

122

136
164
208

38 60 64
60 64

180 230130 155 265 1054 120

42 30

650
787

1087
1518
2412

276
328
490
692

1020

282
312
367

13

29

25

58

1393
1180
1160
944
780

1115
927
824
747
710

256

790
593

229
161

141
109

72
72

175

230
270

13

38

27

76236

11 8 42 10 2068

× × × × ×

×
× × ×

×

× × × ×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×

×
×
×

××
×
×

×
×

×
×
×

×
×
×

× × ×
× ×

× ×× × × × ×

×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×

×

×

×

×

×

×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×

× ×
×

×
××

×
×

×
×

×

×

×

××

＋

× × × × ×

×

×

40
10×
125 290 620

75× 200× 530×

315×

＋

×

23

30× 32× 36×
30× 32× 36×

36× ＋ 19×

380×

100

40×

01

002

30＋

80

×
30＋ ×
30＋ ×

＋3×＋ × × ＋ ×

100
3

32×
15×

250 350

＋400×

380 550 830
210×＋ 210×＋

50＋ ×
50＋ ×
50＋ ×

・ ・・ ・

届　　出 

傷
病
名
部
位

診　療
開始日

診　療
実日数

転　帰

年 月 日 

日 （ 日 )

治　癒 死　亡 中　止 

初診 時間外 休日 深夜 点 

管理
再診 時間外 休日 深夜

投薬・注射 内 注 外 調屯 処方 情 処 注 

Ｘ線
検査

Ｐ混検 Ｐ部検 
顎運動 

色調  
Ｓ培 
EMR

基
本
検
査

精
密
検
査

そ
の
他

処

置

・

手

術

抜

髄

根

充

除

去

感
根
処

加
圧
根
充

根

貼

生
切

Ｓ Ｃ ＳＲＰ 

切開抜　歯 埋臼前乳
そ
の
他

麻酔 伝麻 浸麻 その他

歯

冠

修

復

及

び

欠

損

補

綴

１～４歯
５～８歯
９～11歯 
12～14歯 
総 義 歯 

床

適

合

鋳

造

鉤

人

工

歯

14K

14K
双
大
双
小

腕
大

腕 
犬小 
腕
前

パ 

双
大
双
小

腕
大 コ 

双

腕腕 
犬小 
腕
前

線
鉤

双 

レ ス ト 
ア リ 

レ ス ト 
ア リ 

レ ス ト 
ナ シ 不･ 

特 間接

双 

摘

要

公費分
点　数

請求
決定

点 
※　　　　点

合 計 

決 定 

点 

※　　　　　　　　　 点円 患者負担額
（公費）

高額療養費 ※　　　　円 一部負担 
金　額 

円 減額 割 (円)
免除 ･ 支払猶予
減額 割 
免除 支払猶予

大前 大前小 小 
PCur

乳 
乳 再外来環 特 乳・時間外 乳・休日 乳・深夜

診療報酬明細書
(歯科) 令和　　年　　月分

都道府 
県番号 

医療機関コード 3
歯
科

単独
２併
３併

本外
六外
家外

― ―

公　費
負担者
番　号

公費負担
医療の受
給者番号

保険者
番　号

給
付
割
合

10 ９ ８ 
７ （ ） 

被保険者証・被保険者
手 帳 等 の 記 号・ 番 号

氏

名

特記事項

・ ・ 生 

保険医 
療機関 
の所在 
地及び 
名　称 職務上の事由 １職務上　２下船後３月以内　３通勤災害

社･国 

公費

後期

退職

高外

高外

― 

有
床
義
歯

パ 

全顎　　 枚 
標 

１男 ２大 ３昭 ４平 ５令２女 １明 

大前 大前小 小 SPT
（Ⅱ）

SPT
（Ⅰ）

・リハ

そ
の
他

そ
の
他

床
修
理

時間外 休日 深夜 特 特導 ）（）（）（）（ 乳 （　 ） 乳・時間外（  　 ） 乳・休日（   　） 乳・深夜（   　） （   　） 特連 （   　） 特地 （   　） 外来環 

補　管
歯初診

796
306
120

636
166
114

60
86

70

100 330 440

128120

×
×
×

×
×
×

×
×

32
42

×
×

64
72

×
×

282
230

×
×

334
272

×
×

209 317 352 506

408 718 906 846 1126
511 877 1056 1393

202 308 400 340 492

×
1830×
1448×
1575×

1234×
688×
548×

1515×
1248×
476×

1428×
1642×

1840× 472× 303× 60×

× × ×

× × × × ×
× × × ×

×
34×

× × × ×

45

230
40

951

×

×
×

×

45

392
80

776

×＋

×
×

×

107

158
59

106

×

×
×

×

4
4

11

×

×
×

×

10
11

29

×
4× 12×

10× 17×
100×
150×

300×
300×

×
×

×
2011
1258

×
×

×

× × ×

××

＋
＋

30
30

×
×

＋
＋

20
20

×
×

×40

34×
57×
18×

187×
76×

283×
150×

×40＋

＋245193 ×× 159147 ××

×20＋

90× 70×

その他 前小 大

（Ⅲ）

鋳 パ コ 保屈曲　不特
Br装着

リテイナー（Ⅰ） 1454×（Ⅱ） 装着
材料

装着
仮着
乳

硬ジ
メタル 前小 大

補診 印
象

成
形
冠
歯

生

単

失

単

充形 

合
咬

40×
40×

100×
80×

190×適
試

維持管理

前接

前C
金硬
既製

前C
金硬
既製

金
修形 

（
 

）
 

（
 

）
 

窩

洞

（
 

）
 

支台
印象 支台築造

乳前
小銀
前
小パ
大パ

パ前
パ小

パ大

パ大
パ小

銀

銀前
銀小

銀大

大銀

TeC

修理

ブ
生
（

）
ブ
失
（

）

796×
306×

＋
＋

30
30

×
×

＋
＋

20
20

×
×

前
金
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166×

復
修
冠
歯
属
金
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　前
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　鋳
D
A
C

1
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充

2
填
充

Ⅰ
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材

Ⅱ
充
材
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240
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9
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23

＋＋260 ・ ・義管 実地指 P画像・ ・ 歯管 その他歯
リ

Rコ

Ｐ重防 150 200 300・ ・
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2021年4月からの
診療報酬改定と制度改正の動き

1—はじめに
　100 年に 1 度ともいわれる新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の蔓延により，2020 年 4 月以降，

院内感染防止等の観点から，歯科医療機関においても通常の制度改正とは異なる診療報酬の改定が行われ

る等，いままでとは違う現場での対応が増えるようになりました．

　通常，診療報酬改定は 2 年に 1 回行われることから，今年は改定のない年と位置付けられ，本来ならば

「比較的静かな年」となります．

　ところが，2020 年冬の段階で，わが国では新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の罹患者が増え

続け，2021 年 1 月 8 日から一部の地域で緊急事態宣言が発令されました．このため，2020 年 12 月中

旬の中央社会保険医療協議会での審議により，2021 年４月から９月までの６か月間に限り，感染防止へ

の対応を図ることから，臨時的に歯科の外来患者について初診料と再診料に毎回 5 点加算されることとな

りました．

　また，４月の診療報酬改定以降，初診での対応を含めオンライン診療が歯科診療においても充実される

こととなりました．オンライン診療の制度自体の今後の在り方については，現時点では厚生労働省で検討

がなされています．

　なお，歯科材料についても，すでに診療現場では 2020 年 4 月の改定以降，金銀パラジウム合金の価格

改定が今までよりも頻繁に行われる仕組みの導入がなされ，2021 年 4 月に価格の引き上げが行われます．

さらに，新規の歯科材料が保険導入されたことに伴い，2020 年６月からチタン合金が，9 月から前歯部

CAD/CAM 冠が歯科医療技術として新規導入されています．

　このほか，医療保険制度改革の一環として，オンラインでの資格確認の開始や後期高齢者の一般所得者

の患者負担について 2 割負担を導入する動きがあります．2020 年 4 月以降の制度見直しの動きを表１に

示しました．改定がない年にもかかわらず，制度の見直しが数多くなされていることから，歯科診療所に

とって，身近なトピックスについて，今回，紹介することとします．

2—新型コロナウイルス感染症(COVID-19)蔓延に
　　伴う臨時的な歯科診療報酬の引き上げ（表2，表3）

　前述のとおり，新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の感染拡大に伴い， 2021 年 4 月 1 日から 9 月

30 日までの 6 か月間に限り，初診料，再診料がすべての患者で毎回５点加算されます（表２）．さらに 6

歳未満の小児の場合は，2020 年 12 月以降，すべての患者を対象に，2021 年 9 月 30 日までは 55 点，

31



2021年 4月からの診療報酬改定と制度改正の動き

図4　最近の歯科用貴金属の価格の推移

35

4—金銀パラジウム合金の改定ルールの見直し
　　〜6か月ごとから3か月ごとに〜
　世界的に社会情勢が不安定なこと等から，貴金属の素材価格の変動が続いており，近年では貴金属価格

の上昇傾向が継続しています（図4）．

　このため，価格改定後，3か月の時点で告示価格からの変動幅が大きい場合に，貴金属価格を見直す新

しい規則が2020年７月から導入されるようになりました．

　今までの規則では，4月と10月の時点においては，5％を超える変動幅であったときに，対象となる材料区

分の貴金属価格の見直しが行われるのみでしたが，新しいルールでは，その中間の時期となる７月と１月の場

合にも15％の価格変動があった場合に限り，価格の見直しを行うことが追加されるようになりました（図5）．

しばらく慣れが必要なのかもしれませんが，頻繁に価格見直しがされることは留意すべきです．参考までに

2021年１月時点で提示された2021年4月からの貴金属の価格は，表4に示すとおりです．

　ところで，価格上昇トレンドのときには強調されませんが，通常，金属価格は上昇と下降を繰り返すの

で，金属価格が下がり基調となったときにも金属価格の価格引き下げがいままでより頻繁に行われること

になり，患者の一部負担金の見直しが頻繁に必要となる点は留意が必要です．

5—歯科用材料の新規導入に伴う，治療技術の見直し
　　〜鋳造用チタンおよび前歯部CAD/CAM冠の保険導入〜
　診療報酬改定は 2年に１回が原則ですが，新材料が保険適用となった場合，今のルールでは診療報酬改



とに伴い，患者の薬剤の投与履歴や特定健康診査の結果を診療に活用できる仕組みの導入も行われます．

3）後期高齢者の一定所得者の患者負担の一部引き上げ
　　（2022年後半を予定）
　高齢化が急速に進む中，2022年にはいわゆる「団塊の世代」が 75歳以上の後期高齢者となり始める

ことから，2020年 12月 15日に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」で，後期高齢者（75

歳以上で3割の現役並み所得者以外）で年収200万円以上の者等について，医療費の患者負担割合を２割

とする制度改革が2022年10月以降2023年3月までの間に実施される予定です．すでに介護保険では，

1割から 3割まで利用者負担が３区分されていますので，医療保険の場合も類似した制度が導入されるこ

ととなります．

4）感染拡大に伴う支援の動き

　歯科診療報酬改定とは異なりますが，歯科診療所への影響が大きいことから可能な範囲で触れます．

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延に伴い，すでに 2020年度の補正予算で歯科診療所へ

の院内感染防止を図るための補助が，上限100万円で緊急に実施されました．さらに，2021年になって，

一歯科診療所当たり25万円の追加補助が新たな予算として認められ，すでに上限100万円の補助を受け

図9　オンライン資格確認の導入による薬剤情報，特定健診等情報の閲覧
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